
次の「表１」及び「表２」を満たすこと。

表１　ガソリン乗用車に係る排出ガス基準

一酸化炭素 非メタン炭化水素 窒素酸化物

JC08モード 1.15g/km以下 0.013g/km以下 0.013g/km以下

WLTCモード 1.15g/km以下 0.05g/km以下 0.025g/km以下

（備考）

　１　 粒子状物質については、排出がないとみなされる程度であること。

　２　 排出ガスの測定モードに即しJC08 モード又はWLTC モードのいずれかを満たすこと。

表２　ガソリン乗用車に係るJC08モード又はWLTCモード燃費基準

ガソリン

24.6km/L以上

24.5km/L以上

23.7km/L以上

23.4km/L以上

21.8km/L以上

20.3km/L以上

19.0km/L以上

17.6km/L以上

（備考）「車両重量」とは、道路運送車両の保安基準（昭和26年運輸省令第67号）第1条第6号に規定する

　　　空車状態における車両の重量をいう。

仕様書別記

区　　　　分

車両重量が 1,196kg以上1,311kg未満

車両重量が 1,311kg以上1,421kg未満

車両重量が 1,421kg以上1,531kg未満

乗用車

区　　　　分

車両重量が　741kg未満

車両重量が　741kg以上   856kg未満

車両重量が　856kg以上   971kg未満

車両重量が　971kg以上1,081kg未満

車両重量が 1,081kg以上1,196kg未満


